
 

 

ＡＳＥＡＮ地域における道産食品輸出拡大支援事業 

委託業務に係る総合評価一般競争入札における 

落札者決定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年（2025 年）３月 17 日 

北海道経済部食関連産業局食産業振興課 



１ 落札者決定基準の位置付け 

  この落札者決定基準は、ＡＳＥＡＮ地域における道産食品輸出拡大支援事

業委託業務（以下、「業務」という）の総合評価一般競争入札に係る申込みを

した者のうち、価格その他の条件が最も有利なものを決定するための基準を

示すものである。 

 

２ 総合評価による落札者の決定方法 

 (1)  入札書に記載された業務の入札価格が予定価格の制限の範囲内にある 

者のうち、入札価格に係る評価点 （以下「価格評価点」という。）と入

札価格以外の要素に係る評価点（以下「技術評価点」という。）を合計

して得た数値が最も高い入札者（以下「最も有利な入札者」という。）

を落札者とする。 

   この場合において、最も有利な入札者が２人以上あるときは、当該入

札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、当該入札者のうち出席

しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のな

い職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定する。 

(2)  競争入札（再度入札に限る。）の結果、予定価格の範囲内の入札価格

がない場合又は応札者がいない場合は、随意契約によることができ、最

低価格の入札者から見積書及び提案書を徴する。 

(3)  予定価格の範囲内である価格をもって申込みをした入札者全員の入札

価格及び提案書を評価した結果、当該入札者全員が最低限の要求水準を

満たしていないことにより落札者がいない場合は、入札者がいなかった

ものとみなし、(2)と同様に随意契約によることができることとする。 

 

３ 価格評価点 

 価格評価点は、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じた値に、

価格評価点の得点配分を乗じて得た数値（小数点第３位を四捨五入し、小数

点第２位止めとする。）とする。 

    

 

                   

 

 

４ 技術評価点 

  技術評価点は、別紙「ＡＳＥＡＮ地域における道産食品輸出拡大支援事業

委託業務 技術評価点 評価項目、評価基準及び配点」（以下「評価基準」とい

価格評価点＝（１－入札価格／予定価格）×価格評価点の得点配分 

＜例＞予定価格が 550,000 円で入札価格が 500,000 円の場合 

      （１－500,000 円／550,000 円）×50 点＝4.545… ≓ 4.55 

 

 

 

 

 



う。）に基づき、本基準の第５項に定めるところにより評価基準に記載する評

価項目毎に評価を行い、各評価項目の得点を合計して得た数値とする。 

 

５ 技術評価点の評価方法 

 (1) 技術評価点の評価は、道が設置したＡＳＥＡＮ地域における道産食品輸

出拡大支援事業委託業務の契約における総合評価審査会（以下、「審査会」

という）において審査する。 

(2)１次評価（書面審査）において、評価基準による必須項目が具備されて 

いるか否かを事務局が判定し、これを満たしている者には基礎点１０点を 

与え、１項目でも満たしていない場合、その時点で失格とする。 

なお、判定結果については２次評価（プレゼンテーション）前に委員に 

報告する。 

(3)２次評価（プレゼンテーション）においては、加点項目について、提案内 

容に応じ審査を行い、その提案内容に応じて評価基準に示す配点に基づき

加点する。 

(4) 技術評価点は、審査会の各構成員の採点の平均点をもってその得点と 

する。（小数点第 3位を四捨五入し、小数点第 2位止めとする。） 

 

６ 価格評価点と技術評価点の得点配分 

    価格評価点と技術評価点の得点配分は次のとおりとする。 

  なお、価格評価点と技術評価点の得点の配分については、要求する技術等

の要素により当該業務の成果が大きく影響されることから、技術評価点に重

点を置いた総合評価を行うこととし、その配分割合は、価格評価点：技術評

価点＝１：３とする。 

 

区分 価格評価点の得点配分 技術評価点の得点配分 合計 

配分 ５０点 

１５０点 

うち基礎点 ２０点 

うち加点 １３０点 

２００点 

 



（別紙）

1次評価 2次評価

基礎点 加点

基礎点 加点

20 130 150

10 加点項目

加点項目

加点項目

加点項目

フェア（物販）は、海外どさんこプラザと連携した事業の趣旨を踏まえた適切な提案となっ

ているか。
ー 10 加点項目

ＳＦＭＡと連携した取組は、事業の趣旨を踏まえた適切な提案となっているか。 ー 10 加点項目

10

評価区分

実施内容

ー

必須項目10 ー

合計

加点項目ー

加点項目

ー

ＡＳＥＡＮ地域における道産食品輸出拡大支援事業委託業務

技術評価点 評価項目、評価基準及び配点

業務実施にあたって必要な実施体制、役割（責任者、人員、組織図など）について記載され

ているか。

各国の食需要や輸出業務等に関して、十分な知見や実績を有しているか。

企画提案指示書記載「３　委託業務の内容」が記載されているか。

シンガポール髙島屋におけるテストマーケティングは、事業の趣旨を踏まえた適切な提案と

なっているか。

評価項目

企

画

提

案

内

容

海外どさんこプラザ店舗スタッフに対して、効果的なオペレーション指導を行うことができ

るか。
ー

報告書の項目の設定・考え方が適切であるか。 ー

テスト販売は、海外どさんこプラザ及びＳＦＭＡと連携した事業の趣旨を踏まえた適切な提

案となっているか。
ー

業

務

遂

行

能

力

全

般 業務

スケジュール
加点項目

必須項目10 ー

10

加点項目ー 10

業務を効率的かつ効果的に実施できる全体スケジュールになっているか。

10 加点項目

10 加点項目

配点

各国における商談会は、事業の趣旨を踏まえた適切な提案となっているか。

加点項目

企画全体を通して、具体的かつ実現性が高いものであり、道産食品の海外販路拡大を図る内

容となっているか。
ー 20 加点項目

10

実施体制

・役割等
提案者の組織体制が業務実施に必要かつ十分なものとなっているのか。 ー 10

道

施

策

と

の

適

合

性

実施内容

「北海道働き方改革推進企業認定制度」における４つの認定グレード（ゴールド認定、シル

バー認定、ブロンズ認定、ホワイト認定）のいずれかに該当しているか（別紙基準表参

照）。

ー 4

国が創設した「パートナーシップ構築宣言」を宣言しているか。 ー 5

「北海道働き方改革推進企業認定制度」における３つの認定グレード（ゴールド認定、シル

バー認定、ブロンズ認定）のいずれかに該当し、同制度の評価基準にある「障がい者就労支

援企業認定制度」（保健福祉部障がい者保健福祉課実施）の一定以上の認証ポイントを取得

しているか（別紙基準表参照）。

ー 1



【配点方法】

・基礎点項目（事務局審査）

配点

・10点満点の加点項目（審査員審査） ・20点満点の加点項目（審査員審査）

配点 配点

非常に優れている １０点 非常に優れている ２０点

７点 １４点

標準的である ５点 標準的である １０点

やや劣っている ３点 やや劣っている ６点

０点 ０点

評価

必要項目が

記載されていない

必要項目が

記載されている
１０点

失格

評価

優れている

劣っている

評価

優れている

劣っている



 

                                                                                  （別紙） 

 

 「北海道働き方改革推進企業認定制度」、「障がい者雇用」及び「パートナーシップ構築宣言」に関する評価基

準 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者がコンソーシアムの場合は、以下のとおりとする。 

  コンソーシアムの構成員のうち、１社でも「北海道働き方改革推進企業認定制度」の認定及び「パートナーシ

ップ構築宣言」の宣言を行っていれば、上記に従って加点する。 

  コンソーシアムのうち、複数の構成員が「北海道働き方改革推進企業認定制度」の認定を受け、かつ異なる

グレードである場合は、構成員のうち最上位のグレードの認定を受ける事業者について、上記に従って加

点する。 

① 北海道働き方改革推進企業認定制度 

■加点は、認定グレードに対応した配点とする。 

 

  ・ゴールド認定、シルバー認定：各４点 

  ・ブロンズ認定       ：２点 

  ・ホワイト認定       ：１点 

② 障がい者雇用 

■北海道働き方改革推進企業認定制度の「ゴールド認定・シルバー認定・ブロン 

ズ認定」で、次の障がい者雇用の評価基準を満たしていれば、プロポーザル審 

査でさらに加点する。 

 

○「障がい者就労支援企業認証制度」（保健福祉部障がい者保健福祉課実施） 

 の認証ポイント 

  【大 企 業】 ４ポイント以上：１点 

  【中小企業】 １ポイント以上：１点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ パートナーシップ構築宣言 

■国が創設した「パートナーシップ構築宣言」を宣言していれば、さらに加点する。 

 

  ・宣言している ：５点 

  ・宣言していない：０点 


